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  １．はじめに

　当協会では、平成 26 年 7 月に外部専門家派
遣事業を開始し、延べ 1,000 件程度の外部専門
家派遣申込を受け付けた。
　しかし、令和２年の新型コロナウイルス感染症
の発生以降、悪化した横浜市内の景況はいまだ
回復の途上にあり、潜在的な経営支援ニーズは
あると思われるものの、新型コロナウイルス感染
症対応資金や伴走支援型特別保証の推進によっ
て信用保証付き貸付が金融機関のプロパー貸付
を上回る先が多くなり、信用保証付き貸付を中
心とする事業者においては金融機関主導の経営
支援を期待することが難しい状況となっている。
　このような背景を踏まえ、金融機関主導での
経営支援を期待することが難しい先に対して当
協会による経営支援を紹介して具体的な支援に
つなげるべく、試行錯誤しながらさまざまなプッ
シュ型のアプローチを行っていることから、そ
の内容について紹介したい。

  ２．組織・支援体制

　当協会では、コロナ禍における保証利用企業
者数の急増を背景に、令和３年度から経営支援
部内に「経営支援室」を創設して人員体制を強
化するとともに、経営支援部門と期中管理部門
を経営支援室に一元化し、返済軽減先や事故
先に対する支援体制を強化した。特に経営支援
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課では、経営支援室創設前は９名だった人員を
徐々に増加させ、現在では 12 名まで拡充した。
役割別に担当を分けており、経営支援担当６名
と訪問支援担当６名としている。
　経営支援担当は主にプロパー職員で構成して
おり、専門家派遣に同行して経営支援を行うこ
と及び経営サポート会議の事務局対応などを
主な業務としている。訪問支援担当は金融機
関 OB の嘱託職員で構成しており、経営支援候
補先リストに基づいて事業者へ電話や訪問を行
い、現状をヒアリングしたうえで当協会の経営
支援の説明やほかの支援機関を案内している。
　原則として訪問支援担当が顧客説明及び専門
家派遣申込書の受領まで対応し、経営支援担当
が案件を引き継ぎ、専門家をマッチングしたう
えで派遣を実施するという業務フローにするこ
とで分業化が進み、ノウハウの蓄積による専門
性の向上及び業務の効率化を図っている。

  ３．プッシュ型のアプローチ

　当協会で行っているプッシュ型のアプローチ
は主に３つある。

（１）金融機関との経営支援候補先のリスト交換
　当協会では、令和３年度から金融機関と連携
して訪問対象先のターゲティングを行っている。
　開始当初は金融機関が積極的に経営支援に着
手していない先の見える化及び当協会による経
営支援の潜在的ニーズの掘り起こしなどを狙っ
ていたものであるが、リスト交換を重ねるたび
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に徐々に変質してきている。
　まず、令和３年度及び４年度では、当協会で
経営支援候補先として抽出した先を金融機関
が３種類に分類（A：事業者・金融機関双方が
支援希望、B：金融機関が支援希望、C：支援不
要または対応済み等）することで、優先順位をつ
けつつ効率的にアプローチを行うことが可能と
なった。また、令和３年度にリスト交換を行っ
た金融機関は３機関であったが、リスト交換を
希望する金融機関が増え、令和４年度は６機関
とリスト交換するに至っている。
　次に、令和４年度までにリスト交換を行った
対象先は概ねアプローチが完了してきたことも
あり、令和５年度はターゲットと趣旨を変更し、
当協会のみで保証債務残高が１億円以上となっ
ている先についてリスト交換を実施している。
今回のターゲティングの趣旨としては、デフォ
ルトした場合の影響が大きい先につき金融機関
との役割分担を明確化し、何かしらの支援が必
要にもかかわらず、金融機関も信用保証協会も
誰も手を差し伸べていないといった状況に陥ら
ないようにするためである。そのため、①当協
会にアプローチしてもらいたい先、②金融機関
が主体的に支援する先、③特に問題もなく支援
不要な先の３種類に分類してもらい、①の先に

ついては当協会からアプローチをしている。な
お、保証債務残高の大きな先は事業規模も大き
く、当協会の専門家派遣事業だけでは対応し切
れない場合もあるため、中小企業活性化協議会

（以下、「協議会」という。）との連携、具体的
には協議会との同行訪問を視野に入れて取り組
んでいるところである。

（２）ダイレクトメール発送先に対するアフター
　　　フォロー
　当協会では、令和３年度からダイレクトメール
による経営支援メニューの周知活動を開始した。
コロナ禍で業績が悪化している事業者が多い一
方、マンパワーの問題ですべての経営支援候補先
に訪問することが難しいこと及び外出自粛が求
められていたこともあり、経営支援メニューを掲
載したハガキを郵送することで幅広く経営支援
を知っていただくことを狙いとしたものである。
　現在もダイレクトメールの発送は続けており、
令和５年度においては新型コロナウイルス感染
症対応資金や伴走支援型特別保証を利用中、か
つ元金据置対応中の先に対し、返済開始の前月
にダイレクトメールを送付している。これは、返
済開始直前が自社の資金繰りを最も考えるタイ
ミングであると考え、そのタイミングに合わせて
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経営支援のアプローチを行うことで、効果的に
専門家派遣事業への誘導を狙ったものである。
　令和３年度は発送先の大半がダイレクトメー
ルを送るだけであったが、令和４年度からはダ
イレクトメールを発送するだけで終わらず、電
話や訪問によるアフターフォローも実施してい
る。アフターフォローを行うことで、事業者側
に改めて経営支援の必要性を考えていただき、
専門家派遣事業への申し込みにつなげるととも
に、当協会の経営支援の認知度を向上させる効
果があると考えている。

（３）訪問支援担当者による支店訪問
　経営支援候補先へ企業訪問をするにあたり大
きなハードルとなっているのがアポイントの獲
得である。取引金融機関と異なり、事業者にとっ
ては日頃から付き合いのない信用保証協会から
の連絡であるため、訪問を断られてしまうケー
スが少なくない。
　以前より訪問支援担当者が出身金融機関の支
店へ訪問を行い、管理職または担当者に当協会
の経営支援を案内することで、経営支援の認知
度向上に取り組んできたが、令和 5 年度からそ
の取り組みを強化した。
　具体的には訪問支援担当者の出身金融機関別
に支店別経営支援対象先リストを作成し、その
リストに基づき訪問支援担当者が各支店の管理
職や担当者と当協会による経営支援の要否につ
いて意見交換を行うこととした。意見交換を通
じて支援が必要と判断した先については、あら
かじめ金融機関側から対象先へ連絡をしていた
だいたうえで当協会からアプローチをすること
で、アポイント獲得率の向上を図っている。

  ４．経営支援に向けた部門間連携

　経営支援課以外でのプッシュ型アプローチと
して、当協会では保証承諾した先につき保証審
査担当者による経営支援の紹介を行っている。
これは、資金需要が発生したタイミングが、経

営支援を必要とするタイミングであることが多
いと考え、アプローチを開始したものである。
　保証審査担当者が案内する経営支援は当協会
の専門家派遣事業はもちろん、低カテゴリの
小規模事業者であれば横浜企業経営支援財団

（IDEC 横浜）（※）が実施している「小規模事業
者向け無料出張相談」を紹介している。
　この取り組みによって当協会の経営支援等に
つながらなくとも、事業者及び金融機関担当者
が経営改善について考える機会となることを期
待している。
　なお、保証審査担当者による経営支援候補先
の抽出については、「経営支援候補先チェック
リスト」を制定したうえで、チェック項目の確
認は RPA を活用して可能な限り保証審査担当
者が１つ１つチェックをしなくても良いよう負担
軽減に努めている。
　保証審査担当者による経営支援の紹介実績と
しては、令和４年度は 36 件、令和５年度 10 月
末時点では 15 件となっている（令和５年度は
抽出条件を変更したため若干減少している）。

【経営支援候補先検討チェックリスト】

（※）横浜企業経営支援財団とは、中小企業支援法に基づき、横浜市長から指定を受けた市内唯一の「中小企業
支援センター」。
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  ５．認知度向上に向けた取り組み

　当協会の経営支援に対する認知度はまだまだ
高いとはいえず、外部専門家派遣事業等の経営
支援を開始した当初は 10％程度（令和元年度
お客さまアンケートより）であった。今回紹介
する２つの取り組みを中心とした広報活動など
を継続してきた結果、令和５年度では専門家派
遣事業の認知度が 19％（令和５年度お客さま
アンケートより）へと大きく改善したので紹介
したい。

（１）経営支援事例集の作成
　当協会では事例集を過去２回発刊しており、
令和元年度版と令和４年度版がある。
　令和元年度版については、デザインから文章
構成まですべてを当協会職員が行った。そのた
め、金融機関目線の内容、かつ文章が主体の記
事となってしまい、読みづらいものであった。
掲載事例についてもノンネームとしていたこと
から、抽象的な内容となり、事業者からの共感
が得られにくい内容となっていた。
　そこで令和４年度版の事例集では、掲載する
事業者に対してプロのインタビュアーによる取
材を実施し、インタビュー形式で専門家派遣を
受けた経緯や支援内容、不安であったことなど
を赤裸々に語っていただいたこと及び社長や店
舗の写真を掲載することで、リアルさと事業者
からの共感が得られるよう工夫した。
　また、各掲載企業のホームページやインスタ
グラムの二次元コードも掲載することで、事業
者の広報につながるよう配慮した。
　事例集には、当協会が派遣している主な専門
家のプロフィールも掲載している。これは、専
門家派遣を受けた事業者から、「専門家派遣の
申し込みをする際にどのような専門家が支援し
てくれるのか分からず不安だった。」との声が
あったことから、専門家の顔や一言コメント、
当協会側から見た印象などを掲載することで、
親近感をもってもらえるように工夫したもので
ある。
　令和４年度版の事例集を作成した際にはプレ
スリリースをしたが、上記の工夫のおかげか、

地元新聞に事例集の表紙が掲載された記事にな
り、これを見た事業者より事例集が欲しいとの
連絡をいただくことができ、作成の効果を実感
できた。

（２）YouTube 動画の作成
　当協会では、チラシなどの広報物や中小企業
者向けセミナーなどで専門家派遣事業のフロー
について説明を行っているが、イメージしづら
いとの声もあった。そこで、専門家派遣事業の
フローをアニメーション化し YouTube にアッ
プロードするとともに、当協会ホームページに
もリンクを掲載することで専門家派遣事業に興
味を持った事業者に理解していただきやすいよ
う配慮した。

Igogottyyooouurrbback!

横浜の中小企業の「明日」を身近でサポート

経営支援事例集
事業の成長・発展を共に考え、未来へと歩む第一歩─。
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　この取り組みは以前、「信用保証委託申込書
の書き方」の解説動画をリリースした際に金融
機関担当者等から「分かりやすかった。」と好
評の声をいただいたことから、経営支援におい
ても動画を作成することとしたものである。事
業者のみならず金融機関担当者にも動画を視聴
してもらい、専門家派遣事業の流れについて理
解してもらうとともに、金融機関担当者が事業
者に紹介する際の説明ツールとして活用してい
ただくことも期待している。

  ６．支援事例～鮮魚類小売業者～

　これまで、当協会が行っているプッシュ型の
アプローチについて紹介してきた。最後にアプ
ローチの結果、金融機関から当協会の専門家派
遣事業へ申し込みがあり、最終的に金融機関及
び当協会で協調した金融支援に結びつけること
ができた支援事例について紹介したい。

（１）相談の経緯
　当社は、マグロを中心とした鮮魚類小売店を
商店街の中で１店舗経営している。地元での知
名度が高いことから、年末商戦では長蛇の列に
なるほどの人気店である。
　しかし、商店街全体の来客数の減少や日本人
の魚離れなどの影響を受け、売上が右肩下がり
に推移し、営業損失となる決算期が増えたこと
から中小企業再生支援協議会（現：中小企業活
性化協議会）が関与し、経営改善に取り組むこ
ととなった。しかし、協議会から提案された粗
利管理や固定費削減を中心とした施策では売上
減少に歯止めがかからず苦慮しており、メイン
バンクにおいても定期的な訪問を行って状況の
把握などに努めてきたが、具体的な改善施策の
提案ができず悩んでいた。
　そのような状況下で、当協会の訪問支援担当
者がメインバンクの支店訪問を行い、専門家派
遣事業の説明をしたことで、金融機関担当者が
当社へ当協会の経営支援を紹介し、「ぜひとも
専門家派遣を受けたい。」とのことから申し込
みに至った。

（２）専門家派遣事業の進め方
　専門家派遣を進めるにあたり、専門家派遣終
了後も金融機関には定期的なフォローをお願い
したい旨説明し、各面談での同席も求めた。こ
れは、当協会では専門家派遣終了後にフォロー
アップを年に１度、支援後３年間行っているが、
十分なフォロー体制とはいえないことから、よ
り綿密なフォローを行うために依頼したもので
ある。
　また、面談も会社側からの出席者は社長だけ
でなく、会計担当者や現場の管理者にも同席を
求め、現場の意見や会計管理上の問題点、対応
できる限界なども確認しつつ改善施策をまとめ
ることで、より実効性の高い施策になるよう工
夫した。

（３）改善施策について
　粗利管理や固定費削減については当社自身で
既に取り組んでいたため、今回の支援では販売
促進を中心に改善提案を実施した。
　１つ目の改善提案は、今まで商品廃棄を防ぐ
対策として行っていた値切りのタイミングの変
更である。今まで閉店間近に行っていた値切り
を、翌朝のセール品として利用することで集客
効果を狙った。
　２つ目の改善提案は、今まで消極的であった
SNS による宣伝の実施である。この提案に対
して経営陣は IT に疎く不安があったが、現場
の販売員が意欲的かつ積極的に情報発信を行う
ようになり、徐々に登録者数も増えている。ま
た、お歳暮などの季節商品に関する注文が多い
ため、SNS での販促とシナジー効果が見込ま
れると判断し、SNS に連動するかたちで EC サ
イトの開設を提案したところ、現在開設の準備
中となっている。
　他にも、照明の使い方についての改善や店舗
内レイアウトの変更により買い物客の呼び込み
及び買い回りの動線変更なども提案した。

（４）金融支援について
　当社は毎年、年末商戦に向けて短期の資金調
達を行っていたが、赤字が続いていたことから
専門家派遣時には手元資金が枯渇し、例年の資
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金調達では十分な仕入れが行えない状況に陥っ
ていた。
　そこで、例年は当協会の信用保証付き融資の
みであった金融支援をメインバンクにも協調で
支援してもらえないか打診した。専門家派遣前
は金融支援について消極的であったメインバン
クだが、面談を重ねて当社の実態についてさら
に理解が進み、また改善施策の実効性について
も理解が得られたことから、当社が希望する金
額に近い金融支援を行うに至った。

（５）専門家派遣が終わって
　専門家派遣終了後に当社から連絡があり、「専
門家派遣のおかげで社内に活気が戻った。業績
も上向きつつあり良い循環が生まれている。本
当に感謝している。」と状況報告とともに感謝
のお言葉をいただいた。
　また、担当した専門家とは顧問契約を結んだ
との報告があり、専門家派遣終了後も伴走支援
ができる体制が構築された。

  ７．おわりに

　新型コロナウイルス感染症という未曽有の危
機を経て、従来以上に信用保証協会の存在意義
が高まっており、経営支援についても注目が集
まっている。
　地元金融機関においても経営支援に注力する
傾向は強くなっているものの、相談相手として
考えた場合、事業者からすると金融機関に弱み
を見せることとなるため、相談しづらいと感じ
るだろう。その中で、信用保証協会という公的
な立場の第三者が相手であれば金融機関に話せ
ないことも相談していただける可能性があると
感じている。
　いまだ歴史が浅く発展途上である経営支援だ
が、組織としてノウハウの蓄積及びより効果的
な支援方法の模索を続けるとともに、今後さら
に金融機関・支援機関とのネットワークを強化
することで、１社でも多くの事業者へ支援の手
を広げられるよう推し進めていきたい。
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